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の
取
扱
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に
関
す
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意
書 

 

安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
主
催
の
「
桜
を
見
る
会
」
に
関
す
る
公
文
書
管
理
を
め
ぐ
り
、
政
府
の
法
令
違
反
や
不
適
切
な
対

応
が
次
々
と
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

招
待
者
名
簿
に
は
内
閣
官
房
を
含
め
た
各
省
庁
の
推
薦
者
名
簿
と
、
実
際
に
招
待
さ
れ
る
参
加
者
の
招
待
者
名
簿
が
あ

り
、
両
名
簿
の
保
存
期
間
を
一
年
未
満
と
定
め
て
い
る
の
は
内
閣
官
房
と
内
閣
府
の
一
部
の
み
で
あ
る
。 

 
 

何
故
、
内
閣
官
房
と
内
閣
府
の
一
部
の
み
が
招
待
者
名
簿
の
保
存
期
間
を
一
年
未
満
と
し
て
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を

伺
い
た
い
。 

二 

い
わ
ゆ
る
マ
ル
チ
商
法
を
展
開
し
て
経
営
破
綻
し
た
「
ジ
ャ
パ
ン
ラ
イ
フ
」
元
会
長
な
ど
不
適
切
な
人
物
が
総
理
大
臣
枠

の
区
分
番
号
六
十
で
招
待
さ
れ
て
い
た
疑
惑
な
ど
、
招
待
者
名
簿
が
適
切
に
管
理
・
保
存
さ
れ
て
い
れ
ば
解
明
、
検
証
で
き

た
は
ず
で
あ
る
。 

 
 

政
府
は
、
保
存
期
間
一
年
未
満
の
文
書
と
し
て
既
に
廃
棄
し
た
と
い
う
趣
旨
の
説
明
を
し
て
お
り
、
招
待
者
名
簿
の
再
調

査
や
電
子
デ
ー
タ
の
復
元
を
考
え
て
い
な
い
と
答
え
て
い
る
。 

 
 

そ
う
し
た
中
、
共
同
通
信
が
二
〇
二
〇
年
一
月
十
二
日
に
発
表
し
た
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
主



 

２ 

 

催
の
桜
を
見
る
会
を
め
ぐ
る
疑
惑
に
つ
い
て
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
が
「
十
分
に
説
明
し
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
」
と

の
回
答
は
八
十
六
・
四
％
に
上
っ
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
時
事
通
信
が
二
〇
二
〇
年
一
月
十
七
日
に
発
表
し
た
世
論
調
査
に
お
い
て
も
、
桜
を
見
る
会
の
問
題
を
め
ぐ
る
安

倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
の
説
明
に
つ
い
て
、
「
納
得
で
き
な
い
」
が
七
十
九
・
一
％
を
占
め
、
「
納
得
で
き
る
」
と
答
え
た

人
は
た
っ
た
の
六
・
六
％
し
か
い
な
い
。 

 
 

こ
う
し
た
誰
も
が
納
得
し
て
い
な
い
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
招
待
者
名
簿
の
再
調
査
や
電
子
デ
ー
タ
の
復
元
を
行
う
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
が
如
何
か
。
も
し
招
待
者
名
簿
の
再
調
査
や
電
子
デ
ー
タ
の
復
元
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
何
故
再
調
査
や

復
元
を
行
わ
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
か
、
詳
細
な
説
明
も
含
め
て
明
快
に
ご
説
明
頂
き
た
い
。 

三 

廃
棄
し
た
と
さ
れ
る
二
〇
一
七
年
度
ま
で
の
五
年
間
の
招
待
者
名
簿
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
廃
棄
簿
だ
け
で
な
く
管

理
簿
に
も
記
載
し
て
お
ら
ず
、
文
書
の
保
存
状
況
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
廃
棄
は
正
式
な
手
続
き
を
経
て
お
ら
ず
、
法
令

上
必
要
な
内
閣
総
理
大
臣
の
同
意
を
得
て
い
な
い
。 

 
 

本
件
に
つ
い
て
菅
義
偉
内
閣
官
房
長
官
も
「
公
文
書
管
理
法
の
関
連
規
定
、
内
閣
府
の
文
書
管
理
規
則
に
違
反
す
る
対
応

だ
っ
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
管
理
簿
へ
の
不
記
載
は
、
公
文
書
管
理
法
に
違
反
す
る
こ
と
を
認
め
た
。 



 

３ 

 

 
 

こ
の
問
題
を
受
け
て
内
閣
府
は
、
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
七
年
に
文
書
管
理
を
所
管
し
て
い
た
人
事
課
長
五
人
を
厳
重

注
意
と
し
た
が
、
公
文
書
管
理
法
上
は
、
「
内
閣
府
の
長
」
と
し
て
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
も
文
書
管
理
の
責
任
を
有
す

る
。 

 
 

本
件
は
国
民
の
財
産
を
毀
損
す
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
も
責
任
を
負
う
べ
き
立
場

で
あ
る
と
考
え
る
が
如
何
か
。
も
し
責
任
を
負
わ
な
い
場
合
に
は
何
故
責
任
を
負
わ
な
く
て
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
か
、
詳

細
な
説
明
も
含
め
て
明
快
に
ご
説
明
頂
き
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


